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会 頭  柚 木  弘 文

(公 印 省 略 )

令和8年 3月運営委員会決定事項について(通知

みだしの件について、3月 12日 (木)に開催した茶市場運営委員会において下記の通り

決定しましたので通知します。

つきましては、貴職より会員各位に周知<ださるようお願いいたします。

記

1.令和8年8月までの開市・体市等について  別)薇資料のとおり

2.令和8年 5月の連体中の代金支払いについて 別添資料のとおり

3.令和8年8月お盆期間の茶代金支払いについて 別添資料のとおり

4.業務規程変更に伴う対応について  別添資料のとおり

5.茶市場見学者の入場方法について  別添資料のとおり

≪連絡先≫

枷 法人霜巳見崖訓妻斎e髪壬釜謝調斤

■L (099)~2676063

fax (009)-267-6957
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■入札スケジュール

20日  : の 日 ※29日 :昭和の日

3日 : 、4日 :み どり、5日 :こ ども

6日 :振替休 日、9～ 10日 :新茶まつり

※20日 :海の日

※ 11日 :山の日

く閑散期の休開市対応について>
・ 茶期の端境期および天候不良等により、入荷量が極端に減少する場合は、市場運営委員
業者)の協議により、休開市の判断を行 う。
・ 休開市の判断は、 230点 を目安に行 う (新茶時期除く)
。入札 日程は、 7月 開催の運営委員会で変更になる場合もある。
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令和8年8月 までの開市、休市について

○は開市、×は体市、△は入荷状況により開市を示す。
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下記において、 茶市場業務規程第46条 「支払い期限の特例」の規定を適用する。

(1)5月 2日 (土)の茶代金は、支払い期限を 5月 8日 (金)とする。

(2)5月 3日 (日 )、 5月 4日 (月 )の茶代金は、支払い期限を 5月 11日 (月 )とする。

<茶代金の支払いに関する遵守事項>

(1)補償限度額を超過する茶代金は、当時に現金にてお支払い下さい。

(2)茶代金の支払いは、15時を厳守して下さい。

■ 5月 (連体)および 8月 (盆前後)の茶代金の支払いスケジュール

※ △は請求日

※ ○は支払期 日、●は特例による支払期日
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5月 の連体中の茶代金支払いについて
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8月 のお盆期間の茶代金支払いについて

下記において、 茶市場業務規程第46条 「支払い期限の特例」の規定を適用する。

(1)8月 8日 (土)、 8月 10日 (月 )の茶代金は、支払い期限を 8月 17日 (月 )とする。

<茶代金の支払いに関する遵守事項>

(1)補償限度額を超過する茶代金は、当時に現金にてお支払い下さい。

(2)茶代金の支払いは、15時を厳守する。

■ 8月 のお盆期間の茶代金の支払いスケジュール

※ △は請求日

※ ○は支払期日、●は特例による支払期日
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業務規程変更に伴う対応について

1.見本量の増量 (400g)

2.粉引制度の見直し

帳票、送信データは、従来と変更ありません。

粉引欄に全て「0」 が入る認識でお願いいたします。 (歩引対応時を除く)

(1)システム関係

(2)委託申込書、見本袋の記載

粉引欄 (有・無)は従来通りのため、未記入とする。

3.今後の対応
(1)粉引、粉引数量の記載は、令和 10年より対応予定 (R9年度にシステム変更予定)

(2)委託申込書、見本袋は、令和 9年産から変更予定。

4.業務規程変更の周知について
(1)県内全工場にポスターを配布 します。

対象 対応

生産協 見本が明らかに少ない場合は、現荷より抜き取り、取引数量を差

し引きます。

茶商協

対象 対応

各種、帳票の「粉引」の記載は、現行のままです。

粉引の欄には、「0」 が入ります。

各種、帳票の「粉引数量」の記載は、現行のままです。

粉引数量の欄には、「正味数量」が入 ります。

歩引が発生した場合は、「粉引欄」に歩引率、「粉引数量」欄に歩

引数量が入ります。

杢基2型窒」墾L聖宣互星とは、200g以上を確保します。(市場で

計量します)

入札場の見本が少なくなっても補充しません。 (節度ある品質確

認をお願いします)

「粉引」の記載について

「粉引数量」の記載につ

いて

「歩引」の対応について



茶市場見学者の入場方法について

1_内容

茶市場見学者の管理が不十分で下記の問題が発生している。

(1)見学者が見本茶に触れる、カメラ撮影など禁止された行為を行うものがいる。

(2)どこの茶商の紹介か不明。 (茶商以外の方が入場しているのではないか)

2.入札場の見学時間 (現行のルール)

(原則)関係者以外の入場禁止

取引をするときは、入札場には会議所、経済連職員、買受人以外のものは入場できない。

ただし、茶業会議所がみとめるものはこの限りではない。

3.令和8年度の対応

(1)課題①  見本茶に触れる、カメラ撮影などの禁止された行為を行うものがいる。
対応策 → △L場入り口に壁修者遵宝事項を大きく盪丞しけん制する。

どこの茶商の紹介か不明 (茶商以外の方が入場しているのではないか)(2)課題②

対応策 → ネームプレー トを首から下げて ど の茶商か らの紹介か判別できるように

する。

<県外茶商の手順>

①受付名簿の記入

②紹介茶商のネームプレートを下げ、青帽子を被って入場

③退出時、ネームプレートを所定の位置に戻す。

(3)その他

県茶業技術協会の指導者は、黄色帽子に統一する。

区分 見学時間 対応

午前 9時まで 白帽子

受付名簿記入

買受人以外の茶商 7:00～7:30

7:30～ 8:00

青帽子

受付名簿記入

(紹介茶商名記入)

生産者又は県茶業技術協会所属

の指導者


